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(　　)内は委託業者・市区町村発生分を除いた件数　　　　 　(参考)

    (「第26回年金事業管理部会(平成28年8月4日開催)提出資料【資料1－1】より抜粋)

平成27年度計画及び業務改善計画に対する取組状況

平成27年度における個人情報の不適正管理事案にかかる報告件数について(平成28年3月末時点)

【事務処理遅延、書類紛失及び誤送付・誤送信・誤交付の発生状況】 

 

●事務処理遅延・書類の紛失

　　　　　　　発生月

発生年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

平成26年度 43 31 24 31 27 24 11 6 9 5 6 16 233

平成27年度 12 4 5 6 5 4 3 3 5 3 1 0 51

※今後、事象が明確になることで件数が変動する場合があります。

※機構職員以外（市区町村・委託業者等）が発生させた事務処理誤りを除く。

●誤送付・誤送信・誤交付

　　　　　　　発生月

発生年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

平成26年度 25 13 15 21 18 10 6 7 9 6 4 7 141

平成27年度 6 10 19 11 11 11 6 12 5 8 8 6 113

※今後、事象が明確になることで件数が変動する場合があります。

※機構職員以外（市区町村・委託業者等）が発生させた事務処理誤りを除く。

○平成 28年 3月末時点における「事務処理誤りの発生状況」は下記のとおりです。

 

【事務処理誤りの発生状況】 

機構事務処理誤り報告件数
（※2）

222件 268件 （164件）

誤送付・誤送信 153件

誤交付 39件

誤廃棄 0件

紛失 28件 （※3）

未処理・処理遅延

インターネット上に流出 1件 -

盗難 0件 -

その他 1件 -

133件 -

※1 個人情報の漏えい等が発生した又は発生したおそれがある事案

※2

※3 総務省の基準（上記※1）に該当する事案
当初1件で報告したところであるが、現在28件として総務省と修正協議中

総務省への報告件数
(※1）

　　　　　　　　-

配送事故

199件

個人情報の漏えいの有無にかかわらず、被保険者、年金受給者及び事業主等に影響を与える事務処
理誤り事案

（113件）

69件 （51件）

164

1



項番 発生部署 紛失したもの 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象・対応 影響範囲

1 職員 厚年被保険者加入期間照会申出書 船橋年金事務所  2015年4月13日  2015年4月21日

○年金事務所から回付された厚生年金保険被保険者加入期間照会申出書が届かないと
の問合せが事務センターからあり、申出書が所在不明となっていることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。加入期間照会申出書を再提出いただき処
理を行いました。
●担当部署において、受付進捗管理システムによる書類管理の再徹底を周知しました。

1名

2 職員 生計同一に関する申立書 京都南年金事務所  2015年4月14日  2015年5月1日

○内部監査や機構本部からの連絡により、生計同一関係に関する申立書が所在不明と
なっていることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明し、生計同一関係に関する申立書を提出いただきま
した。処理を行い、未払いがあるお客様については年金が支払われたことを確認しました。
●担当部署において、受付時や回付時の点検など、書類の進捗管理を徹底するよう周知し
ました。

1名

3 職員 厚年資格取得届 吹田年金事務所  2015年4月3日  2015年5月1日

○事業所から、資格取得届を提出したが健康保険証が送付されないとの申し出があり、確
認したところ、資格取得届が所在不明となっていることが判明しました。
●担当者が事業所にお詫びの上説明しました。資格取得届を再提出いただき、処理を行い
ました。
●担当部署において、受付進捗管理システムによる書類管理の再徹底を周知しました。

 1事業所1名

4 職員 国年保険料免除・納付猶予申請書 東京事務センター  2015年4月頃  2015年5月1日

○担当者が委託業者に国民年金保険料免除・納付猶予申請書を引き渡す際に件数確認を
していたところ、１件の申請書が所在不明となっていることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明し了承を得ました。国民年金保険料免除・納付猶予
申請書を再提出していただき、処理を行いました。
●担当部署において、仕分け作業後に件数を記載した整理票を作成し、一次審査、二次審
査の行程において、届書の件数を確認していくこととしました。

1名

5 職員 厚年被保険者住所変更届 八王子年金事務所  2015年4月22日  2015年5月19日

○未処理となっている届書の確認を行ったところ、住所変更届が所在不明となっていること
が判明しました。
●担当者が事業所及び社会保険労務士にお詫びの上説明しました。住所変更届を再提出
いただき、処理を行いました。
●担当部署において、受付進捗管理システムによる書類管理の再徹底を周知しました。

 1事業所1名

6 職員
厚年被保険者資格取得届・健康保険
被保険者適用除外承認申請書

品川年金事務所  2015年4月22日  2015年5月27日

○社会保険労務士事務所から資格取得届の処理状況について問合せがあり確認したとこ
ろ、資格取得届及び適用除外承認申請書の所在が不明となっていることが判明しました。
●担当者が社会保険労務士事務所にお詫びの上説明し了承を得ました。資格取得届及び
適用除外承認申請書を再提出いただき、処理を行いました。
●担当部署において、今回の事象を説明し、届書の管理を徹底し、未処理届書の進捗を把
握するよう周知しました。

1事業所1名

7 職員 未支給年金請求書（年金受給者死亡届） 広島事務センター  2015年5月21日  2015年5月27日

○お客様から問合せがあり、未支給年金請求書及び死亡届が所在不明となっていることが
判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。未支給年金請求書及び死亡届を再提出い
ただき処理を行い、お客様に正しい年金が支払われたことを確認しました。
●担当部署において、書類の保管を適切に行うとともに、受付進捗管理システムにより書
類の進捗管理を徹底するよう周知しました。

1名

平成２７年度紛失事案報告事案一覧表(毎月末に「事務処理誤り等について」において公表）
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8 職員 国年保険料免除・納付猶予申請書 鳥取年金事務所 2015年6月頃 2015年7月8日

○内部点検を行っていたところ、国民年金保険料免除・納付猶予申請書が所在不明となっ
ていることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。国民年金保険料免除・納付猶予申請書を
再提出いただき処理を行いました。
●担当部署において、書類の管理を適切に行うとともに、受付進捗管理システムにより書
類の進捗管理を徹底するよう周知しました。

1名

9 職員 年金記録照会申出書 広島西年金事務所 2015年6月26日 2015年7月10日

○事務センターから問合せがあり、年金記録照会申出書が所在不明となっていることが判
明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。年金記録照会申出書を再提出いただき処
理を行いました。
●担当部署において、書類の管理を適切に行い、進捗管理を徹底するよう周知しました。

1名

10 職員 診断書（障害年金請求用） 埼玉事務センター 2015年7月9日 2015年7月23日

○届書の審査を行っていたところ、障害基礎年金請求書の添付書類である診断書が所在
不明となっていることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明し、障害基礎年金請求書の処理を行いました。
●担当部署において、書類の管理を適切に行い、進捗管理を徹底するよう周知しました。

1名

11 職員 算定基礎届・月額変更届（磁気媒体） 長野南年金事務所 2015年7月7日  2015年8月6日

○届書等の処理状況を確認していたところ、事務センターにおいて算定基礎届及び月額変
更届が入力されておらず、届書（磁気媒体）が所在不明となっていることが判明しました。
●担当者が事業所及び社会保険労務士事務所にお詫びの上説明し了承を得ました。算定
基礎届及び月額変更届を再提出いただき、処理を行いました。
●担当部署において、今回の事象を説明し、受付進捗管理システムによる書類管理の再
徹底を周知しました。

 1事業所49名

12 職員 厚年被保険者氏名変更届 大津年金事務所  2015年9月7日  2015年9月16日

○担当部署で届書の処理状況の確認を行っていたところ、氏名変更届が所在不明となって
いることが判明しました。
●担当者が事業所にお詫びの上説明し了承を得ました。氏名変更届を再提出いただき、処
理を行いました。
●担当部署において、今回の事象を説明し、受付進捗管理システムによる書類管理の再
徹底を周知しました。

 1事業所1名

13 職員 国民年金第3号被保険者該当届 滋賀事務センター 2015年11月頃  2015年12月25日

○担当部署で未処理書類の確認を行っていたところ、お客様から提出のあった国民年金第
3号被保険者該当届が所在不明となっていることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。国民年金第3号被保険者該当届を再提出し
ていただき、処理を行いました。
●担当部署において、マニュアルに基づく書類の管理を徹底するよう周知しました。

1名

14 職員 国年保険料免除・納付猶予申請書 神奈川事務センター  2015年9月頃  2016年1月6日

○担当部署で未処理書類の確認を行っていたところ、お客様から提出のあった国年保険料
免除・納付猶予申請書が所在不明となっていることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。国年保険料免除・納付猶予申請書を再提
出していただき、処理を行いました。
●担当部署において、マニュアルに基づく書類の管理を徹底するよう周知しました。

3名

15 職員 国年保険料免除・納付猶予申請書 中野年金事務所 2015年10月頃  2016年1月8日

○担当部署で届書の進捗を確認していたところ、国年保険料免除・納付猶予申請書が所在
不明となっていることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。国年保険料免除・納付猶予申請書を再提
出していただきました。
●担当部署において、書類の保管を適切に行うとともに、受付進捗管理システムにより書
類の進捗管理を徹底するよう周知しました。

4名
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16 職員 国年保険料免除・納付猶予申請書 青梅年金事務所  2015年7月頃  2016年1月12日

○担当部署で届書の進捗を確認していたところ、国年保険料免除・納付猶予申請書が所在
不明となっていることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。国年保険料免除・納付猶予申請書を再度
提出していただきました。
●担当部署において、書類の保管を適切に行うとともに、受付進捗管理システムにより書
類の進捗管理を徹底するよう周知しました。

1名

17 職員 国年被保険者資格取得届 上越年金事務所  2015年12月21日  2016年1月19日

○お客様から問合せがあり、国民年金資格取得届が所在不明となっていることが判明しま
した。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。国民年金資格取得届を改めて提出してい
ただきました。
●担当部署において、マニュアルに基づく書類の管理を徹底するよう周知しました。

1名

18 職員 厚年被保険者氏名変更届 武蔵野年金事務所 2015年12月28日 2016年1月26日

○内部点検を行っていたところ、氏名変更届が所在不明となっていることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。氏名変更届を提出していただき、処理を行
いました。
●担当部署において、書類の保管を適切に行うとともに、受付進捗管理システムにより書
類の進捗管理を徹底するよう周知しました。

1事業所1名

19 職員 年金手帳再交付申請書 港北年金事務所  2016年1月8日  2016年1月29日

○受付進捗管理システムを確認したところ、年金事務所で受け付けし、事務センターへ回
付された年金手帳再交付申請書の所在が不明となっていることが判明しました。
●担当者が事業所に説明の上お詫びしました。届書を改めて提出いただき、入力処理しま
した。
●担当部署において、書類の保管を適切に行うとともに、受付進捗管理システムにより書
類の進捗管理を徹底するよう周知しました。

1名

20 職員 診断書（障害年金請求用） 桜井年金事務所 2015年8月26日 2016年2月1日

○内部点検を行っていたところ、提出された障害基礎年金請求書の添付書類が所在不明
となっていたことが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。添付書類を再提出いただき処理を行いまし
た。
●担当部署において、書類の管理を適切に行うとともに、受付進捗管理システムにより書
類の進捗管理を徹底するよう周知しました。

1名

21 職員 未支給年金請求書 北海道事務センター  2015年12月11日  2016年2月18日

○機構本部から問合せがあり、未支給年金請求書が所在不明となっていることが判明しま
した。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。未支給年金請求書を再提出いただき処理
を行いました。
●担当部署において、書類の保管を適切に行うとともに、受付進捗管理システムにより書
類の進捗管理を徹底するよう周知しました。

1名

22 職員 老齢年金請求書 高知事務センター  2015年11月頃  2016年3月1日

○機構本部から問合せがあり、老齢年金請求書が所在不明となっていることが判明しまし
た。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。老齢年金請求書を再提出いただき処理を
行い、お客様に正しい年金が支払われたことを確認しました。
●担当部署において、書類の保管を適切に行うとともに、受付進捗管理システムにより書
類の進捗管理を徹底するよう周知しました。

1名

23 職員 国年保険料免除・納付猶予申請書 岩手事務センター 2015年6月16日 2015年8月5日

○担当部署において確認したところ、国民年金保険料免除・　納付猶予申請書が所在不明
となっていることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。国民年金保険料免除・納付猶予申請書を
再提出いただきました。
●担当部署において、書類の保管を適切に行うことを徹底するよう周知しました。

1名
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24 職員 国年保険料免除・納付猶予申請書 高知事務センター  2015年6月26日  2015年10月8日

○担当部署で未処理書類の確認を行っていたところ、お客様から提出のあった国年保険料
免除・納付猶予申請書が所在不明となっていることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。
●申請書を再提出していただき処理を行いました。
●担当部署において、マニュアルに基づく書類の管理を徹底するよう周知しました。

1名

25 職員 国民年金第3号被保険者該当届 西福岡年金事務所 2015年12月18日 2016年1月14日

○担当部署において確認したところ、国民年金第３号被保険者該当届が所在不明となって
いることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明し、提出いただいたお客様控えをもとに処理を行いま
した。
●担当部署において、書類の保管を適切に行うとともに、受付進捗管理システムにより書
類の進捗管理を徹底するよう周知しました。

1名

26 職員
国年保険料口座振替申出書・国年保険料口座振替
依頼書

福島事務センター 2015年12月11日 2016年1月20日

○担当部署において確認したところ、国民年金保険料口座振替申出書が所在不明となって
いることが判明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。国民年金保険料口座振替申出書を再度提
出いただき処理を行いました。
●担当部署において、書類引渡し時の確認を徹底するよう周知しました。

1名

27 職員 未支給年金請求書 武蔵野年金事務所 2016年1月26日 2016年2月3日

○担当部署において確認したところ、未支給年金請求書が所在不明となっていることが判
明しました。
●担当者がお客様にお詫びの上説明しました。未支給年金請求書を再提出いただき処理
を行い、お客様に正しい年金が支払われたことを確認しました。
●担当部署において、書類の保管を適切に行うことを徹底するよう周知しました。

1名

28 市区町村 国年任意加入申出書・国年保険料口座振替申出書 清水年金事務所  2015年7月27日  2015年8月11日

○区役所から連絡があり、区役所において国民年金被保険者資格取得届と口座振替納付
申出書が所在不明となっていることが判明しました。
●区役所の担当者がお客様にお詫びの上説明し了承を得ました。届書を再提出していただ
き、処理を行いました。
●区役所から受付簿による管理を徹底するとの報告がありました。

1名
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機密性２ 完全性２ 可用性２ （再生プロジェクト推進室）

理念や方針が現場に正確かつ確実に伝わるよう、また、会議開催の経費削減等のため、テレビ会議システムを導入する。

テレビ会議システムの導入

○ 実現方式

※凡例 専用端末：２０台 ＬＡＮパソコン（テレビ会議用ソフトウェアをインストール）：４００台

拠点長会議などを実施

①

③

以下のとおり、最小限の拠点に専用端末を導入し、その他の拠点については既存のＬＡＮパソコンにソフトウェアをインストールして
テレビ会議を利用する。

③

地域代表年金事務所：専用端末・ｿﾌﾄｳｪｱＰＣ（各１５）

県代表年金事務所：ｿﾌﾄｳｪｱＰＣ（３２）

本部（高井戸）：専用端末(３)、ｿﾌﾄｳｪｱPC(５５) 

センター機器

その他の拠点：ｿﾌﾄｳｪｱＰＣ（２９８）

第２会議室 会議室

ＬＡＮパソコン

カメラ＋マイク

ＬＡＮパソコン

カメラ＋マイク

役員会議室 ＬＡＮパソコン

カメラ＋マイク

ＬＡＮパソコン（５５）

カメラ＋マイク

年金事務所（２６５）
事務センター（２９）
中央年金センター（３）
障害年金センター（１）

霞ヶ関：
専用端末

（１）

年金局
お台場：
専用端末

（１）

人材開発部

地域部会議室

②

①

③

○ 契約状況等

入札方法：一般競争入札（落札方式：最低価格）
落札額：４９，７６７千円（うち運用経費：１，９０４千円×５年分）
落札業者：三菱電機システムサービス(株)
※ 出張経費等の一部（年間約３，６００万円）の削減により、運用開始後約２年で導入経費を解消できる見込み
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機密性２ 完全性２ 可用性２ （再生プロジェクト推進室）

項
番

内容 参加拠点
（1回あたりの参加拠点）

主な参加者 回数
（1回あたりの利用時間）

参加人数
（延べ人数）

１ 理事長からﾃﾚﾋﾞ会議の利用促進に係る訓示 （H29.4） 本部⇔各拠点（約340拠点） 拠点長 1回（0.5ｈ/回） 約340人

２ 早期に徹底する必要のある業務ﾙｰﾙに係る説明 (H29.4) 本部⇔各拠点（約50拠点） 拠点長、ﾙｰﾙ徹底担当者等 7回（2ｈ/回） 約2,100人

３ 年金事務所と再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに係る意見交換 (H29.4) 本部⇔拠点（2拠点） 拠点長、拠点職員 1回（1ｈ/回） 約50人

４ 給付関係事務に係る会議 (H29.5) 本部⇔各拠点（約20拠点） 拠点長、上席年金給付専門職 7回（2ｈ/回） 約350人

５ 拠点長との連絡・調整等に係る会議 (H29.4～5) 拠点⇔拠点（約5拠点） 拠点長、拠点職員 32回（1ｈ/回） 約200人

６ 年金局との連絡・調整等に係る会議 (H29.4～5) 年金局⇔本部（2拠点） 年金局幹部等 12回（1ｈ/回） 約240人

合 計 ― ― 60回 約3,280人

（別表） テレビ会議の利用状況

○ これまでの主な実績

○ 今後の予定 （平成29年度）

（平成29年5月12日時点）

項
番

内容 参加拠点
（1回あたりの参加拠点）

主な参加者 回数
（1回あたりの利用時間）

参加人数
（延べ人数）

１ 地域代表年金事務所長／地域調整課長会議 本部⇔各拠点（約15拠点） 地域代表事務所長、地域調整課長等 8回（2h/回） 約320人

２ 各地域における所長・事務ｾﾝﾀｰ長会議 本部⇔各拠点（約25拠点） 拠点長、拠点職員 12回（2h/回） 約600人

３ 同一県内の拠点長の連絡・調整等に係る会議 各拠点⇔各拠点（約10拠点） 拠点長、拠点職員 200回（2h/回） 約4,000人

４ 各拠点に発出した指示文書に係る内容説明 （H29.5～） 本部⇔各拠点（約340拠点） 拠点長、ルール徹底担当者等 200回（1ｈ/回） 約136,000人

５ 各事務担当者等の知識の習得に係る研修 (H29.5～) 本部⇔各拠点（約340拠点） 拠点長、各事務担当者 50回（1ｈ/回） 約6,800人

６ 上期・下期人事評価面談 本部⇔各拠点（約2拠点） 拠点長 340回（0.5h／回） 約680人

合 計 ― ― 810回 約148,400人
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お客様からの年金相談は、基本的に年金事務所で対面により対応しているところであるが、遠隔地に居住されている
方については、月数回程度の出張相談などにより対応しているところである。

よって、お客様が相談しやすい環境を効率的に整備するため、遠隔地の市町村でテレビ電話を利用した年金相談を効
果的・試行的な方法で実施し、その効果等を検証する。

◎ テレビ電話を利用した年金相談のモデル実施（案）

１．目的

（１）実施方法
○市町村役場と日本年金機構（以下「年金機構」という。）に設置したテレビ電話等を使用して、専用回線を通じて

年金相談を行う。
○年金機構の対象拠点は１ヶ所に集約して対応することとし、市町村役場においてはお客様に市町村役場職員が

付き添い対応する。
※テレビ電話を使用した年金相談は、原則として予約制にて対応する予定。

（２）テレビ電話相談で対応する相談の範囲
年金事務所の窓口で行う年金相談と同じ内容とする。
【対応する相談内容】
①年金請求や諸変更手続き／②年金見込額や年金記録の確認／③年金の決定内容や支払内容の確認 など

２．実施概要

《お客様視点からみた課題》
○出張相談は日時が限定されており（月１～２回程度）、必要な時に相談できる環境にない。
○出張相談日に行けない場合、年金事務所に出向くことになり、 移動に要する費用と時間を負担している。

《年金事務所視点からみた課題》
○出張相談は、相談員２名以上の体制で対応する必要があり、出張に要する経費と時間的損失が発生している。
○出張相談期間中は、年金事務所窓口の相談対応要員が不足する。
○出張相談回数が年々減少傾向にあり、その要因の一つとして、相談要員の確保が困難となっている。
［出張相談回数の推移］
平成24年度 7,059回／平成25年度 6,976回／平成26年度 6,991回／平成27年度 6,746回／平成28年度 6,557回

【出張相談の現状と課題】

1
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（３）テレビ電話での年金相談の流れ
①市町村役場から年金機構への連絡

市町村役場職員は、予約されたお客様が来訪されたことを年金機構に連絡し、お客様が持参した年金請求書
をスキャナで取り込み、年金機構に送信する。

②年金機構から市町村役場への連絡
年金機構職員は、市町村役場から送信された年金請求書を印刷し、その内容を確認する。次に、予め準備して

いた年金記録や年金見込額等をスキャナで取り込み、市町村役場に送信する。

③テレビ電話相談の実施
市町村役場職員は、お客様をテレビ電話窓口にご案内し、年金機構から受信した年金記録や年金見込額等を

お客様にお渡しする。お客様と年金機構職員に必要な書類が揃った状態で、モニタをとおして通常と同様の年
金相談を実施する。

④年金請求書等の最終確認
年金相談の最終確認として、お客様が記載した年金請求書等をスキャナで取り込み、年金機構職員がモニタ

で内容確認を行う。確認後、市町村役場職員が年金請求書等を受け取り、年金相談を終了する。

お客様

市町村役場 年金機構

スキャナ

プリンタ

①

②

スキャナ

モニタ／カメラ

基幹
システム

職員

年金請求書

テレビ電話を活用した年金相談の流れ（イメージ）

１ ．ご本人(年金を受ける方)の印字内容を確認のうえ、太枠内をご記入ください 。

●この年金請求書には、日本年金機構でお預かりしている情報をあらかじめ印字しています。
印字内容が異なっている場合は、二重線を引いて訂正してください。　　　　　　

（訂正した箇所については別途手続きが必要ですので、年金事務所等にご連絡ください。）

郵便番号

住 所

氏 名
様

年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）

基礎年金番号

性 別

21

23

24

1

2

フリガナ

署名欄

フリガナ

8

受付年月日

市区町村 実施機関等

受付年月日

＊ご本人（年金を受ける方）が自ら署名する場合は、押印は不要です。
代理人等がご本人の氏名を記入した場合は、押印が必要です。

印

＊日中に連絡が取れる電話番号（携帯も可） をご記入くださ い。

電話番号１ 　　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　 電話番号２ 　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　

＊予備の電話番号（ 携帯も 可） があればご記入くださ い。

●ご本人（年金を受ける方）が記入する箇所は (黄色）の部分です。

●代理人の方が提出する場合は、ご本人（年金を受ける方）が１２ページにある委任状をご記入ください。

　　【送 付実施機 関：　　　　　　　　　】

社会保険労務士の提出代行者印

印

１

届書コード

７ １
届
書

支払局コー ド

受 取機関

１．金融機関（ゆうちょ銀行を除く）
２．ゆうちょ銀行（郵便局） 口座名義 人

氏名

フリガナ

金融機 関コード 支店コー ド
金

融

機

関

口座 番号（左詰め で記入）

1.普通

2.当座

1ペ ージの氏名フリガ ナと、口座名義人の 氏名フリガナが

同 じであることを確認 してください。

印

年

金

送

金
先

貯金通 帳の口座番号

記 号(左 詰めで記入 ) 番号(右詰め で記入)

－

預金

種別

25

26

27

28 29 30

（フリガナ） （フリガナ）

本店
支店

出張所
本所
支所

２ ．年金の受取口座をご記入ください 。

ゆ

う

ち

ょ

銀

行

１

0 1 0 1 6 0

銀行

金庫
信組

農協
信連
信漁連

漁協

XXX-XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX  XXXX

XX XX
X

未送達収録用

QRコ ード

XXXX- XXXXXX XX年XX月XX日

（氏） （名）

進捗管理 用

二次元コ ード

シール貼付不要

貯金通 帳の口座番号30
金融機 関またはゆ うちょ銀行の 証明

②

③

プリンタ

年金記録

年金
見込額等

年金記録

年金
見込額等

年金記録

年金
見込額等

モニタ／カメラ

市町村
役場職員

④

2

【原則予約制】

（事前に準備）
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（１）機器の仕様
○テレビ電話専用端末・・・テレビ会議で使用する端末と同じ仕様（予定）

※ディスプレイ：２３インチ液晶モニタ、カメラ（解像度）：1080ピクセル
○スキャナ/プリンタ・・・通常業務で使用可能な汎用製品

（２）機器に実装する機能
テレビ電話の標準的な機能に加え、年金相談を実施する上で必要な機能も実装する予定。

３．テレビ電話相談で使用する機器の仕様

４．モデル実施計画

区分 機能概要

標準機能
①お客様と対応する職員の双方の映像が映し出され、会話できる機能
②年金見込額などの資料の内容を表示し、双方で共有する機能
③お客様・職員の映像と資料の表示を切り替える機能

追加機能 ④スキャナ等で読み込んだ画像データをシステム的に消去する機能

3

（１）モデル市町村
離島で出張相談を月２回程度実施している６市町村のうち、協力が得られる市町村を１ヶ所選定し、実施する。
※事前に行ったアンケートでは、４５市町村中２５市町村からモデル実施について検討するとの回答を得ている。

（２）実施時期
平成２９年度中（準備が整い次第実施）

（３）所要経費（１市町村あたり）
運用経費（年間）： ２０万円程度 ／ 導入経費（一時経費）：８０万円程度
※試行実施に合わせて出張相談等を削減し、テレビ電話相談の経費に充てる予定。
※年金機構における運用経費は５０万円程度、導入経費は１２０万円程度を要する見込みである。

（４）モデル実施を踏まえた本格実施
本格実施については、モデル実施の結果や費用対効果等を勘案して対象拠点の拡大等を検討する。
※対象拠点の拡大に当たっては、年金事業管理部会に報告する。

10



５．所要費用及び費用対効果

（１）所要経費（１市町村あたり）
導入経費（一時経費）：８０万円程度 ／ 運用経費（年間）： ２０万円程度
※年金機構における導入経費は１２０万円程度、運用経費は５０万円程度を要する見込みである。

（２）費用対効果
テレビ電話相談の実施に伴い出張相談の実施を見直す。（テレビ電話設置箇所（近隣含む）の出張相談は実施しない）

【上位６市町村で実施した場合の費用対効果】

4

※1 運用経費は、29年度に1市町村、30年度に5市町村を追加（計6）した場合を想定して算出。
※2 削減効果は、離島の出張相談の実施回数が多い上位６市町村の旅費（概算）により算出（参考１を参照）
※3 平成29年度に実施済の1市町村にかかる年間の費用（20万円）と平成30年度に新たに実施する5市町村にかかる半年分の費用

（50万円）の合計

実施市町村数： １市町村 ６市町村(+5)

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

本部分 120万円　 - - - -

市町村分 80万円　 400万円  - -

25万円　 50万円　 50万円　 50万円　 50万円　
（半年分） 

10万円　 70万円　 120万円　 120万円　 120万円　
（半年分） 

235万円　 520万円　 170万円　 170万円　 170万円　

▲64万円　 ▲405万円　 ▲682万円　 ▲682万円　 ▲682万円　

171万円　 115万円　 ▲512万円　 ▲512万円　 ▲512万円　

(171万円) (286万円) (▲226万円) (▲738万円) (▲1,250万円)

経費合計

合計

（累計）

所要経費

削減効果 (※2)

運用経費 (※1)

導入経費

本部分

市町村分
（※3）

11



項
番

都道府県 市町村 人口
交通費
（片道）

出張相談の状況【平成２７年度】 備考
（島名等）実施回数 相談件数 旅費（概算）

１ 新潟 佐渡市 56,464人 7,120円 ３２ ２７８件 1,565 千円 佐渡島

２ 長崎 五島市 36,601人 5,490円 ２８ ３４５件 1,187 千円 五島列島

３ 長崎 対馬市 30,535人 17,690円 ２５ １５８件 2,279 千円 対馬島 他

４ 長崎 壱岐市 26,489人 6,960円 ２４ ２７１件 1,158 千円 壱岐島 他

５ 島根 隠岐の島町 14,487人 6,760円 ２４ ３４５件 1,139 千円 隠岐の島

６ 北海道 根室市 27,255人 2,490円 ２４ ２５７件 365 千円

７ 鹿児島 西之表市 15,716人 7,100円 ２３ ４１３件 1,123 千円 種子島 他

８ 長崎 新上五島町 19,157人 5,330円 １９ １５１件 793 千円 五島列島

９ 香川 土庄町 13,834人 1,380円 １２ ２２６件 778 千円 小豆島

10 香川 小豆島町 14,712人 1,660円 １２ ２２０件 325 千円 小豆島

《１年間に１２回以上の出張相談を実施する市町村の状況》

※上記については、管轄年金事務所から出張先までの移動距離が長く、片道２時間を超える拠点のみを記載している。
※出張相談に要する旅費（概算）は、職員２名が１泊２日の出張を行った場合の経費を算出している。

【参考１】

Ａ市役所

本部等Ｂ市役所 閉域ネットワーク

Ｃ市役所

《テレビ電話相談の設置イメージ》

5
・・・
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

日本国内における外国人就労者の増加に伴い、脱退一時金や社会保障協定、国民年金の加入手続きなど外国人の
お客様から様々な照会及び相談に対応する必要が生じている状況にある。

このため、コールセンターや年金事務所における外国人のお客様からの相談を円滑かつ適切に対応することを目的
として、マルチランゲージサービスを導入し、年金相談の充実を図る。

マルチランゲージサービスの導入（案）

１．目的

○外国人就労者数の増加に伴い、脱退一時金や社会保障協定に関する請求も増加。

２．現状

1

年度 平成２０年度 平成２４年度 平成２７年度

外国人就労者数（※） ４８．６万人 ６８．２万人 ９０．８万人

脱退一時金受付件数 ５８，８３８件 ６１，５６６件 ６７，８６３件

社会保障協定に関する請求件数（相手国） ４，６５１件 ５，７６６件 ５，９９９件

［外国人脱退一時金制度］ ・・・ 短期滞在の外国人に対する保険料の掛捨て防止の制度(6月分～36月分を支給)

※出典：厚生労働省作成「外国人雇用状況報告」

○対応方法：外国人のお客様、窓口職員、民間の通訳サービス（利用）による三者間通話により対応
○対応言語：英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語（７か国語を想定）
○実施時期：平成２９年度中に実施予定
○導入場所：一部の年金事務所、コールセンター
○導入費用：恒常的な利用見込みが不明なことから、従量制を採用

３．実施概要

【参考】平成２９年度予算額
・基本料 ： １０万円 × １２月 × １．０８ ＝１２９．６万円
・利用料 ： ＠１，５００円 × ７００件／年 × １．０８ ＝１１３．４万円

計 約２５０万円
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機密性２完全性２可用性２（再生プロジェクト推進室）

民間の通訳サービス
（利用）

【来訪相談の場合】

【電話相談の場合】

三者間通話

①架電

②転送

④

④④

コールセンターお客様（外国人）

このイメージは、現在表示できま
せん。

お客様
（外国人）

職員

年金事務所 （多言語専用窓口）

④ ④

三者間通話

①来訪

②架電

③３者間接続
への切替

オペレータ

マルチランゲージサービス導入後のお客様対応（イメージ）

③３者間接続
への切替

2
14


